
郡
部
の
動
向

第
一
節

維
新
以
降
の
行

政
管
轄
の
変
化

維
新
変
革
と
地
域
社
会

第
一
次
兵
庫
県
の
成
立

こ
こ
で
は
明
治
維
新
後
の
開
港
場
で
あ
る
抑
戸
と
兵
路
津
以
外
の
市
域
の
動
き
を
み
て
い
く
。

明
石
郡
・
笑
蕗
郡
に
ま
た
が
っ
て
い
た
。
こ
の
内
矯
磨
悶
内
の
町
村
は
明
石
藩
領
で
あ
り
、
入
部
郡
城
で
は
幕
府
館
・
旗
本
領
、

岡
山
（
加
支
）
の
よ
う
に
、
現
在
の
神
戸
市
は
、
東
は
摂
津
国
菟
原
郡
・
有
店
内
部
・
八
部
郡
、
部
は
播
磨
悶

菟
原
郡
城
で
は
幕
府
領
と
尼
崎
藩
領
、
有
馬
郡
域
で
は
一
一
一
回
藩
領
・
間
安
家
領
・
幕
府
領
が
多
か
っ
た
。

明
治
維
新
に
よ
り
、
幕
府
僚
は
、
新
政
府
の
行
政
機
構
で
あ
る
府
や
燃
の
管
轄
と
な
っ
て
い
く
。
市
域
に
お
け
る
こ
れ
ら
の

所
領
は
、
慶
応
閉
（
明
治
一
冗
）
年
（
一
入
六
八
）
一
月
二
十
四
日
、
兵
庫
市
中
に
置
か
れ
た
兵
庫
銀
台
の
管
轄
と
な
っ
た
。
兵
庫
鎮

ム
ロ
は
同
年
一
一
月
一
一
日
兵
庫
裁
判
所
と
改
称
、
さ
ら
に
、
五
月
二
十
三
日
に
は
兵
庫
県
（
第

次
）
と
改
称
さ
れ
た
。

丘
ハ
膝
裁
判
所
は
は
じ
め
、
摂
津
・
湾
内
・
播
磨
の

の
幕
府
領
の
町
村
を
管
轄
し
た
が
、
兵
庫
県
と
改
称
さ
れ
た
直
後

の
悶
年
六
月
十
七
日
、
幕
府
鍛
に
加
え
て
、
摂
津
・
播
磨
の
二
閏
中
の
旗
本
領
お
よ
び
社
寺
領
を
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

108 第一家近代潔明期の神戸



そ
し
て
八
月
に
は
い
る
と
、
管
内
旗
本
の
家
小
学
（
執
事
）
な
県
庁
に
出
頭
さ
せ
、
年
買
収
納
以
外
の
統
治
業
務
は
す
べ
て
県
が
行

う
こ
と
を
通
達
し
た
。
実
際
の
管
轄
持
え
は
、
こ
れ
よ
り
早
か
っ
た
よ
う
で
、

入
部
部
の
旗
本
館
、
の
う
ち
御
崎
村
は
、

q4
ヨJ
こ

れ
νト
，
z
gノ
ヤ
U
Z

は
兵
庫
裁
判
所
管
轄
に
入
っ
た
。

方
、
市
域
内
の
大
名
領
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
た
が
、
市
域
関
係
で
は
、
有
馬
郡
の
旧
安
領

が
明
治
一
一
一
年
は
じ
め
に
兵
庫
東
の
管
轄
に
入
っ
た
。

明
治
問
年
七
月
十
四
日
の
廃
葎
底
県
に
よ
り
、
務
が
解
体
さ
れ
、
武
士
に
よ
る
統
治
が

、
官
僚
に
よ
る
一
元
的
な

統
治
を
行
な
う
と
の
決
定
が
中
央
政
府
で
な
さ
れ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
市
域
で
も
こ
の
錯
綜
し
た
行
政
管
轄
は

充
化
し
て

い
く
。
廃
藩
置
県
と
同
時
に
、
市
域
に
所
領
を
も
っ
毘
崎
帯
・
明
石
簿
・
一
一
一
回
藩
な
ど
各
藩
も
他
藩
同
様
、

は
上
京
を
命

じ
ら
れ
、
そ
の
領
域
は
政
府
立
轄
の
県
（
尼
崎
終
・
明
石
膝
・
一
一
一
回
県
）
と
な
っ

こ
の
各
滞
の
県
へ
の
移
行
は
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
全
顕
的
な
整
理
統
合
の
な
か
で
、
明
治
問
年
十
一
月
二
十
日
、
第

二
次
の
兵
庫
県
が
摂
津
五
都
（
入
部
・
菟
涼
・
武
隊
・
有
馬
・
川
辺
）
全
域
を
対
象
と
し
て
成
立
し
、
市
域
の
摂
津
部
分
は
す
べ
て

こ
の
管
轄
に
入
っ
た
。
こ
こ
に
近
役
に
お
け
る
錯
綜
し
た
所
領
は
、
行
政
管
轄
と
し
て
一
元
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

維新変：.＇1＇，：と地域社会

播
際
に
つ
い
て
は
、
十

月
a

一
日
、
器
廃
一
一
限
の
諸
所
領
、
を
吸
収
し
て
第
二
次
の
姫
路
県
が
成
立
、
さ
ら
に
同
月
九
日
に
飾

経
路
と
改
称
さ
れ
た
。
飾
磨
県
は
、
姫
路
に
県
庁
を
泣
き
、
さ
ら
に
旧
米
の
諾
地
域
の
事
務
整
浬
、
機
構
統
廃
合
を
円
滑
に
進

め
る
た
め
、

四
カ
所
の
出
張
所
を
置
い
た
。
市
域
の
謡
際
部
分
は
明
石
薄
儀
か
ら
明
石
県
管
館
、
さ
ら
に
、
明
石
に
お
か
れ
た

飾
磨
県
第
一
出
張
所
の
管
轄
と
な
っ
た
。

人
引
が第

明
治
九
年
八
月
二
十

段
、
政
府
の
全
国
的
な
府
県
統
合
の
一
環
と
し
て
、
播
縦
断
全
域
、
淡
路
全
域
、
但
馬
全
域
、
丹
波
二

郡
（
氷
上
・
多
紀
）
を
合
わ
せ
、

の
兵
庫
燥
が
成
立
し
た
。
こ
こ
に
現
在
に
い
た
る
兵
跨
県
域
は
ほ
ぼ
確
定
し
、
市
域
は

近代・現代歴史謀議IV109 



一
つ
の
県
の
管
轄
と
な
っ

第
一
次
兵
庫
県

の
村
落
統
治

維
新
政
府
は
、
地
方
統
治
を
進
め
る
た
め
、
地
域
の
実
態
把
握
に
つ
と
め
て
い
っ
た
。
と
く
に
出
幕
，
府
倣
・

旗
本
領
に
つ
い
て
は
、
こ
の
こ
と
は
急
務
と
さ
れ
た
。

そ
れ
ば
、
第
一
に
、
こ
れ
ら
の
所
領
が
新
た
に
政

府
の
院
結
領
と
な
っ
た
こ
と
、
第
二
に
は
、
庶
結
節
、
が
各
葎
の
所
領
運
営
に
お
い
て
見
習
う
べ
き
基
準
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る

（
た
と
え
ば
市
域
尼
崎
滞
僚
の
村
々
で
は
、
地
附
か
ら
の
布
令
と
同
時
に
、
大
阪
府
の
布
令
が
通
達
さ
れ
て
い
る
）
。

氏
（
路
裁
判
所
は
、
は
や
く
も
凌
応
問
年
五
月
十
日
、
御
用
達
の
大
坂
際
源
古
・
山
城
屋
権
左
衛
門
に
命
じ
て
、
金
札
な
ど
の

紙
幣
の
流
通
状
況
の
制
夜
を
開
始
し

兵
路
県
へ
と
改
称
さ
れ
た
前
後
の
六
月
、
本
格
的
な
実
情
調
査
の
た
め
に
、
小
林
一
時

成
・
伊
東
十
郎
に
命
じ
て
、
武
時
・
菟
原
・
八
郎
・
有
馬
問
郡
の
旧
幕
府
倣
・
旗
本
領
の
諸
村
を
廻
村
さ
せ
た
。

…
方
旧
幕
府
領
の
村
々
の
僻
も
、
新
た
な
権
力
に
対
し
て
す
ば
や
く
対
応
し
て
い
っ
た
。
慶
応
四
年
三
月
、
旧
幕
府
領
の
総

代
庄
屋
は
連
名
で
、
兵
路
裁
判
所
に
対
し
て
、
新
政
府
の
統
治
へ
の
全
間
的
な
協
力
を
条
件
と
し
て
、
前
字
、
な
与
え
て
く
れ
あ

」
と
を
願
い
出
た
。
こ
れ
ば
、
慶
応

一
月
、
幕
府
が
統
治
へ
協
力
の
功
績
と
し
て
総
代
庄
屋
に
与
え
る
こ
と
を
約
束
し

て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
各
村
庄
屋
も
、
所
揺
す
る
組
単
位
に
総
代
庄
屋
を
通
じ
て
、
御
用
提
灯
の
新
た
な
下
げ
渡
し
を

願
い
出
た
。
御
用
提
灯
は
、
一
久
秘
の
上
納
の
際
に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
新
た
に
下
げ
渡
し
を
願
い
出
た
こ
と
は
、
新
政
府

の
管
時
下
に
入
る
こ
と
を
れ
ら
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
な
味
し
て
い
た
。

総
代
庄
屋
の
市
川
子
山
氏
周
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

苦
－
H
H
H
r
f
J
一、ロ
j
hぽベ
l

J

宵

H

、
工
、

1
1
1
b
f］
十

V
L
E
L
l
現
年

月
の
再
度
の
府
、
い

出
な
受
け
て
許
可
さ
れ
た

lリj
t合

年
に
入
る
と
地
域
の
状
況
を
二
応
つ
か
ん
だ
兵
隊
県
は
、
地
域
運
営
に
関
す
る
法
令
を
次
々
に
布
告
し
た
。
同
年
づ
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維新変革と地域社会第一節

明治H手2月兵庫県の郡村に関する規則

！尽の役人が村へ1l::宿した場令， 1 y自につき，県が下げ渡す 2朱ですべて賄うこ

と。

県役人旅宿へ，村役人が「御用J で詰めるときは，弁当持参のこと。

村役人の旅費は，村内で示談のよ：，日当として渡すこと。ただし「村周」のと

きは村内，「組合周」のときは組合村，「郡j召」のときは郡レベノレて、割当て賦謀。

大I阪その他への！±民米納の擦の旅授は，従米貿米に｜附属して集めた「欠米J中

の残余米から支出していたが，以降旅授から支出。

庄屋給は，これまでのしきたりによらず，村中相談の上，決定。

「御用」「村用J で村氏集会の；場合の食事代は自分持ち。

村入用は，村氏が疑念、を持たないように，わかりやすく i際簿に記載すること。

また臨時の「君担割（君~レベルの費用）」「総合割（組合村レベルの投烈）」を村内

に賦課する場合，燥のtfi図を受けること。

村入用車長は村内保管，村の総寄lj長（総計娠）を組合村の総代に提出，総代は;ft

村総、容中長および組合村限りでまとめた総得帳を燥に提出。

表 11

① 

③ 

①

①

⑦

 

② 

③ 

③ 

河
寸
J

－」ふ刷、

ノ

7
を

f
v

「
部
村
焼
則
」
を
制
定
し
、
訴
事
務
の
費
用
に
つ

い
て
県
と
村
と
の
関
係
を
、
表
口
の
よ
う
に
縮
か
く
規
定
し

た
。
こ
こ
で
は
、
支
出
の
明
確
化
と
村
に
関
す
る
費
用
の
村

民
へ
の
相
談
と
公
開
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
県
と
村
の
関
係
、

さ
ら
に
は
村
運
営
自
身
に
お
い
て
、
村
民
の
同
意
を
得
る
と

い
う
方
法
を
と
る
こ
と
が
、
そ
の
施
策
に
お
い
て
意
識
さ
れ

f

！、、芦ヤ
O

V

｝
V
ふ
／

」
れ
は
同
月
に
出
さ
れ
た
庄
撞
年
寄
選
出
に
閉
山
す
る
裁
定

で
、
よ
り
明
確
化
さ
れ
た
。
こ
の
競
定
で
は
、
庄
屋
年
容
を

相
川
小
の
「
御
用
い
や
村
自
身
の
対
外
的
な
職
務
、
さ
ら
に
は
村

内
の
事
務
止
な
取
り
扱
う
主
要
な
役
職
で
あ
る
と
述
べ
、
山
家
格

や
駅
採
で
な
く
、
小
前
（
村
氏
）
一
向
の
入
札
で
多
数
を
得
た

も
の
を
、
小
前
述
印
に
よ
り
銅
山
へ
候
補
者
と
し
て
上
申
し
、

資料： r兵庫県史料J 28 

県
が
さ
ら
に
人
柄
を
調
べ

で
こ
れ
を
任
命
す
る
と
さ
れ

た
。
こ
の
法
令
で
は
、
家
格
や
問
番
と
い
う
っ
旧
弊
L

に
従

っ
て
い
る
村
に
対
し
て
特
に
そ
の
改
善
が
強
く
求
め
ら
れ
て

い
た
。
兵
路
県
は
、
村
氏
の
間
意
を
基
磯
と
し
て
、
運
営
能

近代.~晃代E霊史編NIII 



菟ml・入部郡の兵庫県管轄下の組合村表 12

駒ケ林村商代村板宿村大手村西須磨村

東尻池村

東須磨村

間尻池村

組i難下

荒田村中宮村花熊村奥平野村石井村烏原村

口妙法寺村奥妙法寺村王手村尚JII村
北野村

~野村

組測i中

坂本村東下村中村原野村東小部村上谷上村下谷上村

小河村与左衛門新田

組回111 

立会新郎脇浜村筒井村中尾村小野新出生岡村熊内村組内熊

徳井村岩屋村料問村味泥村畑原村鍛冶屋村

水王手新回

河際村

篠原村

組間稗

御影村住吉村魚崎村

予定青木村深江村（打出村

石農村

青木村

東明村

問中村

新在家村

西青木村

大石村

機農村

芦屋村）

新在家総

〔芦屋組〕

神戸田了走水間了ニツ茶屋町生国営村北野村北野村新田

宇治野村坂本村兵隊津地方兵庫津岡方

神戸・兵庫

（注） 下潔組は，板宿主立とも記載されている。

中滋総は，石井総および烏銀総にさらに分かれていた。

熊内・稗路・芦屋・新在家・板宿・石井・烏原の各事且の名称は，総代！工［£のj古村名によると恩われ

る。（ ）内は市域外の村＠

資料：「武井報主主会文書J

力
を
も
っ
者
を
選
び
出
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
町

村
を
運
営
す
る
こ
と
な
制
度
化
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

近
世
の
組
合
村
の

継
続
と
そ
の
変
化

こ
の
よ
う
な
第
一
次
兵

庫
県
の
村
に
対
す
る
統

治
は
、
維
新
以
前
と
同
様
、
総
代
庄
屋
と
そ
れ

が
管
轄
す
る
組
合
村
を
通
し
て
行
わ
れ
た
。
第

一
次
兵
庫
県
が
成
立
し
た
時
、

八
部
郡
・
菟
原

郡
の
幕
府
館
、
は
、
表
口
の
よ
う
な
総
合
村
が
設

け
ら
れ
て
お
り
、
各
組
合
村
に
は
、
組
合
内
各

村
茂
愚
か
ら
選
出
さ
れ
た
総
代
庄
屋
が
置
か
れ

て
い
た
。
な
お
明
治
二
年
に
、
旗
本
知
行
所

引
制
寺
領
な
ど
の
管
轄
が
兵
庫
県
に
移
管
さ
れ
た

の
を
受
け
、
県
は
こ
れ
か
一
組
合
村
に
組
み
込
ん

だ
。
た
と
え
ば
旗
本
旬
、
で
あ
っ
た
御
崎
村
は
、

隣
接
す
る
下
灘
組
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。

市
村
規
則
L

で
は
、
村
入
用
帳
は
総
代
庄
屋

II2 第一設近代裂晩期の事！？戸



に
差
し
出
し
、
総
代
任
屋
が
こ
れ
を
ま
と
め
県
に
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
し
、
明
治
一
一
年
十
月
の
県
布
告
に
よ
れ
ば
、

県
か
ら
の
布
告
は
ま
ず
総
代
庄
屋
に
お
ろ
さ
れ
、
紺
内
各
村
庄
屋
は
こ
れ
を
写
し
取
っ
た
上
で
、
日
付
時
刻
を
記
入
の
上
、
次

村
へ
送
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
各
村
庄
麗
と
県
の
中
間
に
総
代
庄
原
を
泣
く
と
い
う
統
治
の
あ
り
方
は
、
県
の
方
針
に
ふ
さ
わ
し
く
な
か
っ
た
の
か
、

先
の
布
告
の
直
後
、
明
治
一
一
年
十
月
二
十
四
日
、
総
代
庄
屋
は
廃
止
さ
れ
、
村
々
は
鍛
何
な
直
接
県
に
申
し
出
る
こ
と
と
さ
れ

た
。
た
だ
、
こ
の
廃
止
は
か
な
り
名
目
的
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
総
代
庄
屋
が
な
く
て
は
不
便
な
地
域
に
つ
い
て
は
、

県
の
認
可
の
上
、
総
代
を
誼
く
こ
と
が
例
外
規
定
と
し
て
こ
の
法
令
で
許
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
実
際
廃
止
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、

板
宿
組
（
下
灘
組
）
で
は
、
旧
総
代
庄
屋
が
、
総
代
鹿
屋
と
い
う
名
称
は
使
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
組
内
へ
の
県
か
ら
の
布
告
の

通
述
、
な
扱
う
な
ど
組
合
村
全
休
業
務
を
行
っ
て
い
た
。

こ
の
幕
府
領
の
総
代
庄
屋
と
同
様
に
、
各
藩
領
で
も
、
村
と
領
主
の
中
間
に
大
庄
康
を
泣
い
て
い
た
。
市
域
明
石
藩
領
各
村

は
、
表
口
の
よ
う
な
大
庄
屋
組
に
属
し
て
い
た
。
こ
の
大
庄
屋
総
は
ほ
ぼ
川
筋
や
台
地
な
ど
の
地
形
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ

維新変1j'i「と地域社会

ま
た
菟
原
郡
の
尾
崎
藩
領
の
各
村
は
、
表
リ
け
の
よ
う
に
郡
家
総
に
属
し
て
い
た
。

幕
府
領
の
総
代
庄
震
が
、
村
氏
に
対
す
る
人
望
や
職
務
遂
行
能
力
を
基
準
に
進
退
が
決
ま
る
の
に
対
し
て
、
明
石
藩
の
大
度

の
場
合
は
、
特
定
の
家
の
者
が
代
ヲ
セ
れ
を
引
き
継
い
で
い
た
ο

板
宿
組
の
総
代
庄
屋
の
怠
子
で
あ
っ
た
武
井
伊
右
衛
門
は
、

後
年
こ
れ
に
つ
い
て
「
組
合
の
八
ケ
村
が
庄
屋
の
内
で
入
札
し
て
推
薦
す
る
が
幕
府
時
代
の
制
じ
ゃ
て
、
人
望
の
あ
る
も
の
に

第一節

入
札
す
る
の
じ
ゃ
、
所
謂
地
方
の
共
和
政
治
で
庄
患
の
中
か
ら
推
す
の
で
あ
る
、
姫
路
領
や
明
石
髄
は
大
庄
屋
株
と
て
代
々
大

庄
屋
が
子
孫
に
伝
わ
っ
て
あ
る
か
ら
急
に
平
庄
農
が
大
庄
屋
に
成
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
ぬ
、
天
領
（
幕
府
僚
の
こ
と
）
は
そ
う
で
な

近代・現代歴史昔話IVII3 



表 13 明石球の大庄展組（神戸市I或l乙関係するもの〕

＊浦辺組：山間村多聞村凶室主水村東垂水村坂屋村下知！＼村東名村

［！§名村？I＇！村中山村奥知 l村布施州l村門前村小寺村

東皆発村下皆発村長坂村 lltl点す吹上新出村池上村永JI二

村北別府村南別府村漆山村役悶村！会水村井出村

東河原村（大蔵谷村大明石村中ノ誌やt)

新方村池野村間河原村高津橋村宗~；友村東王封印村南吉

田村中古田村上主主回村下手幹橋村問中村居住村如意：寺

村小山村新村今津村水谷村ニ屋村松本村官野村

谷口村栃木村；長谷村池谷村福谷村友清村守谷村

J可1 部総！漆間村鴨谷村金屋村熱田村繁関村大畑村営前村

向井村慶明村大野村芝崎村街中村下村向］路村関戸

沼J付常 木 村 果 関 村 和 田 村 雨村東村田井村北村

小神村勝成新村五百球新村細 岡 村 凶 村 福 住 村 小 村

杓l部村栄村木津村木見村近江寺村性海寺村高利村

新国組！北rl:i新岡村荷台新田村天ケ岡村新々田村池下村吉生村

広谷村山西村神納村野中上村 t最新村野中下村北'If);ヶ

附村南竜ケj潟村秋隠村福吉村赤坂村池医！村 （長池村

の一部清水村の一部）

淡河組；東下村西下村中村淡河町南荻原村北荻原村木津村

行原村東畑村中山村野瀬村神間村強！t石村石i保守村

1は岡村雨僧尾村北僧F色村 （三洋凶村大戸間村小戸間村）

（自主） （ ）内は， ilf域外の村。

｛也の大！主主設総として野々 i組（うちJ:Jll綴村・中村は現市域） . llli11官i立総・小川l総があった。

資料：「大在!i~長女誘J

表 14 明治初年の尼崎落傾君主家総の音吉村

君~~反村王子野村野容村附本村田辺村北畑村小路村中野村森村； i笥>fl

村人隠村 :Ii毛村上野村森村〔都賀〕原EEi村中村都賀村 （三条村 ~11:

知村）

（注） （）内はiii域外
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く
し
て
総
代
庄
麗
は
其
人

代
切
じ
ゃ
、

い
や
そ
の
足
農
が
其
村
で
五
ヶ
年
の
年
期
が
有
っ
て
五
年
し
て
其
村
で
人
望
が
な
く

成
っ
て
他
に
庄
屋
が
変
る
と
組
合
の
総
代
庄
屋
も
砕
し
て
仕
舞
う
の
で
あ
る
」
（
「
武
弁
報
数
人
公
文
努
」
）
と
回
想
し
て
い
る
。

武
井
は
さ
ら
に
、
幕
府
綴
に
お
け
る
総
代
庄
屋
は
民
選
で
あ
る
か
ら
、

つ
ね
に
村
氏
に
対
し
て
、
穏
や
か
で
あ
り
、
村
氏
か

ら
も
敬
服
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
藩
領
の

は
、
村
氏
に
対
し
て
権
威
を
も
っ
て
臨
み
、
綴
主
に
対
し
て
忠
勤
を
励

む
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
総
代
庄
問
胞
を
お
く
一
許
制
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
総
代

皮
屋
選
出
の
伝
統
は
、
維
新
流
後
の
地
域
社
会
の
動
揺
へ
の
対
処
の
な
か
で
、
兵
庫
県
政
に
引
き
継
が
れ
、

よ
り
整
備
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

2 

地
域
社
会
の
動
揺
と
藩
・
県
の
対
応

維新変革と地域社会

維
新
直
後
の
地

域
社
会
の
動
揺

幕
末
は
、
天
候
が
瓶
め
て
不
問
で
、
何
度
も
州
凶
作
に
み
ま
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
入
部
郡
の
幕
府
領
各
村

で
は
、
凶
荒
に
備
え
て

て
て
い
た
社
倉
の
金
殺
を
、
慶
応
二
年
に
す
べ
て
使
い
切
っ
て
以
降
、
積
み

立
て
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
社
合
は
そ
の
機
能
な
は
た
し
え
な
く
な
っ
て
い
た
。

維
新
以
降
も
天
候
の
不
顕
は
つ
づ
い
た
。
明
治
元
年
は
水
市
首
な
ど
で
気
候
不
問
で
、
有
潟
郡
や
明
石
郡
で
不
穏
な
状
況
が
生

ま
れ
た
。
翠
明
治
二
年
も
、
摂
津
で
は
互
の

秋
の
冷
申
請
の
た
め
、
米
収
は
例
年
の
半
作
と
い
う
状
況
と
な
り
、
農
村
で

公

μ
ん
同
”
が第

は
村
民
の
動
揺
が
広
が
っ
て
い
た
。

幕
末
以
米
、
郷
学
校
設
問
、
祭
柁
の
仏
式
か
ら
神
式
へ
の
転
換
、
郷
践
の
藩
に
よ
る
管
理
た
ど
の
落
政
改
本
を
行
っ
て
い
た

近代・現代歴史続INII5 



一
一
一
回
藩
で
は
、
藩
政
改
革
へ
の
反
感
と
凶
作
が
結
び
つ
き
、
同
年
十
一
月
中
旬
、
大
規
模
な
一
撲
が
起
こ
っ
た
。
農
民
た
ち
は
、

年
賀
の
六
割
引
、
米
籾
の
年
賦
に
よ
る
借
用
、
郷
蔵
の
農
民
管
理
、
郷
学
校
の
廃
止
、
葬
式
の
神
式
導
入
廃
止
、
寺
院
保
護
な

ど
を
藩
庁
に
要
求
し
た
。

藩
庁
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
年
買
を
五
割
引
に
す
る
こ
と
、
五
年
賦
に
よ
り
米
籾
を
貸
し
出
す
こ
と
、
葬
儀
の
方
法
に
つ
い

て
は
段
民
の
自
由
と
す
る
こ
と
、

一
撲
の
首
謀
者
を
特
定
し
な
い
こ
と
（
こ
の
約
束
は
の
ち
撤
回
さ
れ
、
首
謀
者
と
し
て
五
名
が
掠
ら

え
ら
れ
、
辰
巳
屋
宗
兵
衛
が
死
罪
と
さ
れ
て
い
る
）
な
ど
を
認
め
た
た
め
、

一
段
は
終
息
に
む
か
つ
た
。

し
か
し
、
向
様
の
状
況
は
、
他
領
へ
述
鎖
的
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
十
一
月
末
に
は
丹
波
篠
山
藩
や
摂
津
川
辺
郡
の
麻
間
藩

領で、

撲
が
起
こ
り
、

小
作
料
の
減
免
や
年
武
の
半
減
を
要
求
し
、

村
役

十
二
月
初
め
に
は
猪
名
川
下
流
域
一
八
カ
村
で
、

人
・
地
主
な
ど
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
県
吏
が
出
張
し
て
い
る
。

市
域
内
で
は
、
大
規
模
な
騒
動
は
な
か
っ
た
が
、

不
穏
な
状
況
は
広
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
三
回
の
朝
野
家
の
日
記
に

は
、
十
一
一
月
一
一
一
日
の
暮
れ
に
間
安
領
の
農
民
が
道
場
川
原
に
集
結
す
る
と
の
噂
が
広
ま
り
、
同
村
で
動
揺
が
起
こ
っ
た
こ
と
、

灘
に
つ
い
て
も
不
穏
な
状
況
で
、

い
つ
騒
動
が
起
こ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
た
。
兵
庫
県
も
、
こ

の
状
況
を
つ
か
ん
で
い
た
よ
う
で
、
大
規
模
な
騒
動
が
起
こ
る
直
前
の
十
月
十
八
日
の
布
令
で
、
最
近
小
作
人
が
集
団
で
、
地

主
に
対
し
て
小
作
米
の
減
額
な
ど
を
追
っ
て
い
る
状
況
を
指
摘
し
、
村
内
社
寺
で
の
集
会
飲
食
を
禁
じ
た
。

こ
の
騒
動
以
降
も
、
治
安
状
況
は
不
安
定
で
あ
っ
た
。
県
は
明
治
一
一
一
年
一
月
十
七
日
の
布
令
で
、
盗
賊
が
横
行
し
「
石
割
L

と
称
し
て

ロ
を
打
ち
破
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
る
状
況
を
指
摘
し
、
盗
賊
が
出
た
場
合
、
近
隣
の
家
々
で
申
し
合
わ

せ
、
鏡
や
太
鼓
な
ど
を
合
間
と
し
て
、
話
口
や
巴
首
（
あ
い
く
ち
）
な
ど
で
武
装
し
、
こ
れ
な
捕
縛
す
る
こ
と
（
な
お
抵
抗
し
た
場
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合
は
殺
害
を
許
可
）
を
命
じ
て
い
る
。

一
撲
と
い
う
形
を
取
ら
な
い
合
法
的
な
訴
願
は
、
市
域
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
。

入
部
郡
大
手
村
で
は
、
明
治
二
年
四
月
八

日
、
村
民
か
ら
の
年
貢
免
除
要
求
を
抑
え
き
れ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
村
役
人
は
定
免
（
年
実
定
額
納
）
で
あ
る
が
、
特
別

に
年
貢
を
免
除
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
顕
い
出
た
。
ま
た
同
年
十
月
十
四
日
に
は
、
出
幕
府
領
下
灘
組
の
諸
村
は
、
年
賀
上
納

の
俵
詰
が
五
斗
俵
か
ら
凶
斗
抜
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
俵
が
小
さ
く
な
る
こ
と
よ
り
輸
送
手
数
が
か
か
り
、
負
担
が

増
加
す
る
と
し
て
、
こ
れ
を
従
来
ど
お
り
と
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
。

ま
た
間
的
治
一
一
一
年
六
月
、
下
灘
組
（
旧
幕
領
に
く
わ
え
て
御
崎
村
・
交
問
村
・
池
回
村
）
は
、
兵
庫
津
へ
の
助
郷
金
廃
止
を
願
い
出
た
。

明
治
元
年
十
一
月
、
維
新
政
府
に
よ
っ
て
下
灘
組
は
兵
庫
・
神
戸
の
宿
駅
の
矧
属
村
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
兵
療
津
の
宿

駅
の
費
用
は
基
本
的
に
兵
庫
津
で
賄
な
い
、
下
灘
組
か
ら
は
若
干
の
助
郷
金
を
出
す
と
い
う
維
新
以
前
の
慣
行
は
廃
止
さ
れ
た
。

間
属
村
は
高
割
で
助
郷
金
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
下
灘
組
各
村
の
助
郷
金
の
額
は
増
額
し
た
こ
と
が
そ
の
理
由

で
占
め
っ
た
。

維新変革と地域社会

兵
庫
県
は
、
こ
の
願
い
出
を
認
め
な
か
っ
た
。
村
役
人
達
は
、
七
月
に
な
る
と
今
度
は
兵
庫
津
尿
尿
代
の
鑑
段
の
引
き
下
げ

を
県
に
要
求
し
た
。
そ
の
理
由
に
は
、
先
に
述
べ
た
助
郷
金
の
負
担
が
前
一
く
農
業
経
営
を
圧
迫
し
て
い
る
の
に
、
汲
み
取
り
人

足
の
費
用
が
か
さ
み
、
肥
料
代
と
し
て
干
鰯
の
値
段
を
上
回
っ
た
こ
と
、
兵
庫
と
異
な
り
神
戸
で
は
廃
尿
代
が
下
が
っ
て
い
る

こ
と
、
兵
庫
津
の
衛
生
を
担
う
役
割
も
果
た
し
て
お
り
、
兵
庫
津
の
利
益
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
、
前
年
以
来
村
氏
の
強
い
婆

第一節

求
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

兵
庫
県
は
、
こ
の
嘆
願
を
う
け
て
、
兵
庫
津
と
こ
れ
ら
の
諸
村
と
の
斡
旋
を
行
い
、
期
以
年
に
は
一
不
談
が
成
立
し
た
よ
う
で
あ

近代・5晃代隆史編lVrr7 



る
。
こ
の
と
き
一
一
小
談
内
縁
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
維
新
以
前
に
お
い
て
は
、
人
加
に
登
録
さ
れ
た
者
一
人
に
つ
き
、

年
に
も
ち
米
五
升
・
麦
六
升
で
あ
っ
た
も
の
が
、

一
升
強
値
下
げ
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
六
年
の
調
査
で
は
、
さ
ら
に
値

下
げ
さ
れ
て
お
り
、
も
ち
米
一
一
升
・
安
二
升
五
合
と
半
分
以
下
に
な
っ
て
い
る
。

各
地
で
不
穏
な
状
況
が
続
く
な
か
、
川
辺
郡
で
の
騒
動
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
、
県
は
こ
れ
に
対
す
る
対

な
ん
じ
ゅ
う

「
不
作
難
渋
な
唱
え
、
騒
立
つ
る
村
々
も
こ
れ
有

不
穏
な
状
況
へ

の
県
の
対
応
策
を
い
そ
い
だ
。
騒
動
の
箆
後
、
明
治
二
年
十
二
月
、

み
M
M
C

て

い

、

も

っ

て

の

ほ

か

り
右
体
の
風
習
押
し
移
り
候
様
に
て
は
以
之
外
」
と
し
て
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
村
役
人
・
重
立
ち
が
し
っ
か
り
村
氏
を
説

論
す
る
よ
う
命
じ
、
村
役
人
か
ら
請
印
を
取
っ
た
。
こ
の
時
、
菟
原
郡
魚
崎
村
で
は
、
村
役
人
ら
が
、
さ
ら
に
こ
の
こ
と
を
村

民
に
伝
え
、
村
氏
か
ら
請
印
を
取
っ
て
い
る
。

具
体
的
な
救
済
も
始
ま
っ
た
。
十
二
月
十
一
日
、
県
は
救
済
の
た
め
に
管
内
各
村
に
対
し
て
、
食
糧
に
つ
い
て
闘
っ
て
い
る

者
の
書
き
上
げ
を
命
じ
た
。
こ
の
調
査
は
、
向
日
近
隣
の
大
阪
府
・
生
野
県
に
も
照
会
さ
れ
て
お
り
、
直
結
府
県
の
閣
で
救
済

政
策
が
同
時
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
相
互
に
調
整
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
調
査
に
た
ず
さ
わ
っ
た
村
役
人
た
ち
は
、
救
済
の
対
象

と
し
て
多
数
の
間
窮
者
を
書
き
上
げ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
県
は
救
済
者
を
身
寄
り
の
な
い
老
人
や
子
供
、
凍
死
寸
前
の
者
と

い
う
狭
い
範
聞
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
。
翌
明
治
一
一
一
年
一
月
、
県
は
村
役
人
に
よ
る
調
査
が
十
分
で
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

県
官
が
直
接
村
を
回
っ
て
再
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
は
、
二
月
に
村
役
人
に
通
達
さ
れ
た
。
結
局
こ
の
事
調
査
を
う
け
て
、

県
H
政
府
が
直
接
救
済
し
た
の
は
、

の
ち
大
阪
府
に
管
轄
替
え
と
な
る
控
嶋
郡
も
含
め
た
摂
津
の
管
轄
区
域
で
わ
ず
か
に
六
七

人
救
済
石
高
で
二
五
四
斗
と
非
常
に
狭
い
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
対
象
者
を
で
き
る
だ
け
し
ぼ
る
と
い
う
県
の
意
図
が
そ

の
ま
ま
反
映
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

II8 近代芸評卵期の神戸第一家



維新変卒と地域社会第一節

明治 2年の以l荒に対する寄付霊長 15 

口妙法寺村 12河 岩農村 29阿2分220文 新在家村 440問

東須磨村 9雨1分110女 71'王手新田 5丙1分30文 f鈴鹿村 50河1分150文

上谷上村 40河 魚崎村 132fili] 住吉村 27丙200文

石井村 18問3分50文 住吉村 74河3分50文 畑原村 6j可72文

西小部村 86問2分100文 東lj)J村 61問2分100文 篠原村 54問1分150文

子花岡村 33丙l分30文 御影村 682問 菟原郡計 1,634筒112文

藍那村 24丙 腎木村 270丙160文

烏原村 50河3分 徳井村 24fili] 船坂村 22丙2分10文

八部郡計 274荷3分903t 石屋村 140丙3分50文 上山口村 60筒240文

打出村 208悶 湯山田丁 121同

稗田村 35肉200文 深江村 191両3分90文 有馬郡計 203両3分

河原村 17阿2分100文 大石村 183肉40文

575丙 2分187女5分金934石 9斗 SfH合

3 _4 5チト
米

変

摂津全体

削
除
は
、
実
際
に
は
多
数
に
の
ぼ
る
悶
読
者
の
救
済
を
、
地

域
で
の
相
互
扶
助
に
よ
っ
て
処
理
し
よ
う
と
し
、
村
役
人
ら

に
そ
の
実
行
を
強
く
求
め
た
ω

撲
に
た
れ
ば
打
ち
こ
わ
し

の
対
象
と
さ
れ
か
ね
な
い
財
産
家
は
、
村
役
人
の
要
請
に
こ

た
え
、
摂
津
の
管
轄
区
域
で
、
多
額
の
寄
付
か
｝
行
っ
た
（
表
日
）
。

県
が
ま
と
め
た
市
域
に
関
連
す
る
各
村
ご
と
寄
付
額
合
計
で

は
、
調
影
村
の
有
志
者
か
ら
の
寄
付
が
一
村
で
六
八
二
時
も

あ
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
菟
際
部
の
酒
造
地
域
の
寄

付
額
が
綴
端
に
大
き
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
村
内
に
多
く
の
閤

（注） 村名・数設・合計とも史料百己絞どお I).

資料：「兵日xg立史料J 11 

窮
者
か
一
抱
え
、
不
穏
な
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
摺
造

業
者
の
対
応
が
う
か
が
え
る
。
な
お
政
府
は
明
治
一
一
一
年
十
月
、

寄
付
者
に
対
し
て
、
寄
付
の
割
合
に
応
じ
て
慰
労
金
を
渡
し

た
。
救
済
政
策
を
進
め
る
一
方
で
、
県
は
不
穏
な
状
況
が
生

ま
れ
る
根
本
的
な
原
因
の
一
つ
に
、
村
入
用
の
扱
い
が
村
役

人
の
専
断
の
も
と
に
あ
り
、

か
れ
ら
が
「
私
慾
」
に
よ
っ
て

こ
れ
を
運
用
し
て
い
る
点
に
求
め
た
。

明
治
コ
一
年
に
入
る
と
県
は
村
役
人
の
専
断
を
防
ぐ
た
め
の

近代・現代際交綴NII9 



村

入

用

1長

何

年

金

村

小

入

用

是
ハ
庄
屋
給
定
使
紛
非
人
番
給
築
設
紙
蛾
燭
代
自
営
一
日
刷
所
修
復
入
用

諸
人
足
食
英
外
鋲
市
寸
祭
礼
入
用
等
年
々
諸
入
用

村
役
人
出
役
入
用

是
ハ
御
用
村
間
川
ニ
付
村
役
人
御
役
所
其
外
へ
出
役
務
入
国
出

郡

中

割

入

用

金金

是
ハ
御
役
所
ヨ
リ
申
逮
鉄
都
中
割
諮
入
用

郷

入

一
金

助

思
甘
ん
ハ
駅
所
助
郷
入
用

右
ハ
去
例
年
村
入
用
村
内
一
向
加
世
間
中
分
割
合
候
処
書
面
ノ
逸
相
違
無
御
座
候
、
尤
際

限
委
細
ノ
普
訳
ハ
村
方
自
一
一
段
帳
有
之
供
向
、
何
時
一
一
テ
モ
御
入
用
ノ
節
ハ
差
出
可
申

候
、
器
不
正
路
ノ
割
合
於
有
之
ハ
村
役
人
共
御
答
可
被
仰
付
候
、
以
上

年

号

月

日

村

役

人

述

印

用

措
援
を
次
々
、
と
と
っ
て
い
っ
た
。

月
十
九
日
、
家
格
や
身
分
と
深
く
結

明治3年兵庫県の村入用帳雛形

び
つ
い

の
帯
刀
を
禁
止
、
同

月
、
庄
屋
年
寄
入
札
を
村
が
願
い
出

た
場
合
、
不
正
が
な
い
よ
う
に
県
庁

へ
入
札
し
た
箱
を
封
印
し
た
ま
ま
運

び
、
そ
こ
で
開
票
す
る
こ
と
を
規
則

と
し
て
制
定
、
二
月
十
七
日
に
は
郡

関 4

村
に
関
す
る
規
則
を
改
定
し
、
規
定

を
綿
密
化
し
、
燥
が
村
入
用
銀
の

式
様
式
を
作
成
し
（
閉
山
4
て
そ
れ
に

し
た
が
っ
て
各
村
が
入
用
帳
を
直
接
県
に
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
県
は
こ
の
改
正
に
よ
り
、
村
役
人
に
よ
る
村
入
用
帳

一
般
農
民
へ
村
入
用
帳
簿
念
公
開
し
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
十
月
に
は
、
名
主
庄
屋
年
寄
だ
け
で
な

簿
の
非
公
開
を
是
正
し
、

く
百
姓
代
の
任
命
に
つ
い
て
も
、
小
前
入
札
の
上
で
選
出
し
、
認
可
を
県
に
願
い
出
る
こ
と
を
命
じ
た
。

諸
藩
領
の
窮
乏

と
そ
の
救
済

尼
崎
藩
で
も
、
こ
の
不
作
に
よ
る
町
村
の
動
揺
を
お
さ
え
る
た
め
の
施
策
が
進
め
ら
れ
た
。
明
治
二
年
七

さ
ら
に
悶
年
十
一
月
に
は
、

月
、
滞
は
農
民
の
負
担
と
な
る
助
郷
を
な
る
べ
く
減
ら
す
こ
と
を
達
し
た
。

不
作
に
よ
る
貧
民
の
調
査
を
行
う
こ
と
を
布
達
し
た
。
菟
原
郡
郡
家
組
で
は
、
こ
れ
を
受
け
、
す
ぐ
に
調
査
を
行
う
と
同
時
に
、

!20 近代築現期の事jl戸第一主主



藩
に
対
し
て
米
の
拝
借
を
願
い
出
た
c

尼
崎
藩
領
の
各
村
で
も
窮
乏
は
激
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
審
は
各
村
が
賓
民
調
査
の
擦
に
非
常
に
多
く
の
貧
民
数
を
書
き

上
げ
る
こ
と
を
予
想
し
、
事
前
に
貧
民
の
数
を
全
戸
数
の
一
一
一
分
の
一
ま
で
に
止
め
る
こ
と
を
指
令
し
た
。
そ
し
て
こ
の
調
査
を

も
と
に
、
翌
年
四
月
、
藩
か
ら
各
村
の
窮
乏
者
に
対
し
て
御
救
米
が
渡
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
兵
庫
県
の
救
済
と
悶

時
期
に
行
わ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
近
憐
の
府
簿
燥
の
街
接
な
連
絡
の
も
と
に
と
り
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

明
石
藩
域
で
も
天
候
不
順
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
押
部
組
で
は
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
の
水
擦
に
よ
っ
て
、
明
石
川
が
氾
濫
、

組
内
の
い
く
つ
か
の
村
の
問
地
に
砂
が
入
り
、
荒
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
も
天
候
不
傾
の
年
が
多
く
、
さ
ら
に
天
災
に
加
え

て
、
明
治
一

は
疫
病
が
は
や
り
、
人
口
が
大
き
く
減
少
す
る
と
い
う
事
態
に
立
ち
い
た
っ
た
。

揺
中
村
で
は
、
一
一
一

O
年
程
前
に
は
、
二

O
粁
を
数
え
た
家
数
が
、
明
治
四
年
に
は
、
わ
ず
か
に
七
軒
へ
と
減
少
し
た
。

ま
た

栄
村
で
は
、
か
つ
て
七

O
軒一一一八

O
人
で
あ
っ
た
の
が
、
明
治
四
年
に
は
四
八
軒
ニ
六
五
人
に
な
り
、
し
か
も
こ
の
う
ち
五
五

軒
は
、
新
た
に
稲
を
植
え
付
け
る
資
金
さ
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

維新変革と地域社会

村
宏
単
位
と
し
て
年
震
の
納
入
を
行
な
う
村
語
制
で
は
、
た
と
え
人
口
減
で
耕
作
さ
れ
な
い
土
地
が
で
て
も
、
村
は
そ
の
土

地
の
年
買
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
も
っ
と
も
荒
れ
た
岡
地
を
村
の
総
作
地
と
し
て
村
民
全
体
で
耕
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
人
口
が
減
少
す
る
と
総
作
地
を
満
足
に
耕
作
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
年
貢
の
滞
納
や

人
足
役
に
出
る
こ
と
が
さ
ら
に
閤
難
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
う
え
村
外
か
ら
そ
の
村
へ
入
作
し
て
い
る
者
の
負
担
も
霊
く
な
り
、

第一節

そ
の
こ
と
は
村
外
の
人
間
が
出
作
を
引
き
上
げ
、

い
っ
そ
う
耕
作
を
困
難
に
す
る
と
い
う
悪
循
潔
を
生
み
だ
し
、
こ
れ
が
さ
ら

に
人
口
減
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

近代・現代歴史審議NI2I 



明石務｝市部総内国務村に対する務の救済額表 16

明治4年嘆願

18石

25石

19石

( 1玄白）

3石

額済救済年次

～明治 H手

不詳

明治 31j二

文久 2～明治HT:
安政2～元治 1年

慶応 1～明治3年

議中村

栄村

繁町村

繁田村入作者

神出南村（一部）

名村

(l'J:〕 明治4年はt申昔話組内で一括して嘆願されたもの（昔話回村入作者のみWl凶村独自に喫願）で， 9月28日

明石原への政駁が却下されたあと，孫自主， 10月7司峻駁した際の書誌である。なお｛漢際が受け入れら

れたかどうかは不明。

資料：「池田家文香J

明治2年兵隊県の宗門人別改五人組帳前訟の内容

①

①

③

⑦

③

①

⑬

 

表 17

政府から出されるti琳しゃ布告を竪く守ること。

五人組は， i町では家主主，村は主主語）－でつくり，慈惑をおこなわないよう！監脅しあ

うこと。

父母に孝を尽くし家内親族は家業に励むこと，特別の孝行者や勤労者は届け

出ること。

変死や兵変があれば届け出ること。

田畑永代売買の禁止。

賭博，勝負事：禁止。

衣類・諸道兵については出所不分明のものは資わないこと。

新規の社寺建立や祭典の続行は禁止。

社人・僧侶・山伏への｛昔宅禁止， j県の免許を持たない鋭化や配宇Lの禁止。

村入用の削減。

① 

② 

③ 

!22 

資料：「武井報主主会文勢J

近代務明期の神戸第一章



倒
難
な
状
況
に
文

っ
た
制
中
村
・
栄
村
・
繁
出
村
・
神
山
山
市
村
（
一
部
）
で
は
、
滞
に
対
し
て
、
御
救
米
の
付
与
を
求
め

た
。
こ
れ
に
対
し
て
明
石
藩
は
廃
滞
ま
で
米
な
下
げ
渡
し
つ
づ
け
た
。
ま
た
繁
出
村
で
は
出
作
人
を
総
保
す
る
た
め
、
出
作
人

へ
の
救
助
在
滞
に
求
め
て
お
り
、
藩
は
こ
れ
に
対
し
て
も
、
毎
年
銀
札
一
抗
日
を
慶
応
元
年
以
来
下
げ
渡
し
た
（
渓
凶
）
。

維新3l'.i＇！＇，：と；地域社会第一節

新
た
な
県
の
統
治
に
と
っ
て
、
地
域
社
会
の
把
握
が

宗
門
人
別
改
五

人
組
犠
と
一
戸
籍

況
要
視
さ
れ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る

明治 3年波書［i村宗門人7J1J笈入品目帳記載例

が
、
そ
の
十
日
…
で

の
作
成
は
♂
一
慰
安
な
意
味
を
も
っ
た
。

兵
庫
県
は
明
治

月
、
そ
れ
ま
で
の
宗
門
人
別
改
帳
お
よ
び
冗
人

組
帳
を
合
体
し
、
さ
ら
に
内
務
を
全
市
的
に
改
め
、

J
r山
門
人
別
改
五
人

組
帳
い
な
つ
く
る
こ
と
を
命
じ

幕
末
の
入
部
部
監
那
村
の
宗
門
人
別
帳
・
五
人
的
船
帳
に
は
、
そ
れ
ま
で

前
書
が
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
表
口
の
よ
う
な
内
務
を
守
る

と
い
う
前
告
を
も
っ
形
式
に
改
め
ら
れ
た
コ

ま
た
藍
那
村
の
桁
駅
前
に

W
A
J
H
H
の
よ
う
に
生
業
を
家
を
単
位
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
、
使
用
し
て

写真 14

い
る
大
工
や
木
挽
（
こ
び
き
）
を
一
つ
の
家
の
内
に
記
載
さ
せ

こ
れ
は

維
新
以
前
の
宗
門
人
別
改
め
に
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
県
は
、
こ
の
形

式
に
よ
る
宗
門
人
加
改
五
人
組
帳
を
三
月
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
、
県

内
各
村
も
こ
れ
に
従
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
な
お
完
全
に
こ
の
形
式
が
と

近代・滋f~i怪9:.綴IVr23 



明治 H「‘宗門人別改五人組l恨の前議で新たに付加されたてJr項

百姓に似合わない風体で遊業を行い，被爆口論を行う者を訴え出ること。

衣服については簡素にすること，ネL式においても問機。

盗賊・苦、党人や変死や異変があれば訴え出ること。

土地の笈入については，年限証文に庄度・年寄・五人組加判のこと。

捨て子が出ないよう五人組で殴祝せよ，捨て子を見つけたら，見捨てず，村で

養育した上で県へ訴え出ること。

社人・｛曽侶・ 111伏・えた・非人へのf片宅禁止。

他所者の｛昔宅は， Ill所・家苦笑を調べ，たしかな詩人の手形を取ること。なお帯

刀人の借宅禁止。

行方しれずになり， 36カ月たったものは，県へ訴え出て指図をうけること。

往来で倒れた者は養生させ，歩けなくなった者は迎えを呼んで引き取らすこと。

火の用心とくに灰小屋からの出火が多いので注意， Ill火の際は，村中打ち寄っ

て消火すること，とくに郷蔵・高木L場などを大切にすべきこと。

諸作物は，稜を精選すること，田畑の予定れは念入りに手当てすること，なおそ

れでも荒れた時は腐け出ること。

道路・堤防・橋梁などの破損がないように営繕すること。

掘を埋め，道を狭め，稼場やIll林をみだりに伐採することを禁止。

年賞仮免状は， i議中L場・郷蔵のニヵ所に張り出すこと，皆済の場合も同様。

年貢は，確かな米を選び， しっかり俵訪し，日限までに約めること。

役人が村に止宿する際のill血走や金銭の受け渡しの禁止，村氏容合の際の酒肴の

禁止。

庄屋年寄は，家柄でなく，能力で選出すること。

表 18

①

①

③

①

⑤

 

① 

⑦ 

③

⑦

⑬

 

⑪ 

⑫

⑬

⑬

⑬

⑬

 

⑬ 

ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
、
藍
那
村
の
根
市
は
、
旧

旗
本
館
で
あ
っ
た
と
き
と
同
様

の
前
世
一
日
が
諮
問
か
れ
て
い
た
。

」
の
形
式
の
人
知
帳
は
、
村

役
人
の
能
力
に
よ
る
選
出
な
ど

明
治
三
年
に
入
っ
て
明
確
化
し

て
く
る
県
の
政
策
を
新
た
な
前

（
表
問
）
と
し
て
加
え
た
上
で

月
に
は
提
出
さ
れ
て
お

り
、
板
宿
組
諮
村
や
藍
那
村
や

魚
崎
村
な
ど
市
域
の
諸
村
で
、

資料：「魚崎財産区文芸雲」

」
れ
に
従
っ
た
人
別
帳
の
控
え

が
残
さ
れ
て
い
る
。

明
治
三
年
末
、
兵
庫
県
は
、

｝
の
人
別
帳
に
か
わ
っ
て
、
全

日
開
的
に
準
拠
す
る
こ
と
と
な
っ
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った。
て
い
た
京
都
府
の
戸
籍
制
度
を
参
考
に
、
独
自
の
戸
籍
制
度
を
つ
く
り
（
兵
庫
県
戸
籍
て
こ
れ
に
基
づ
い
て
戸
籍
の
作
成
に
か
か

こ
の
戸
籍
作
成
は
、
維
新
政
府
の
政
策
に
必
ず
し
も
そ
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
政
府
と
し
て
は
明
治
一
二
年
六
月
に
は
、
そ

維新変卒と地域社会第一節

明治2年魚崎村宗

門人別改五人組中長
（表紙）

写真 15

れ
ま
で
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
た
京
都
府
の
戸
籍
制
度
に
か
わ
る
’
新
た

な
全
思
的
な
統

の
一
戸
絡
を
作
成
す
る
こ
と
を
各
府
県
に
布
達
し
て

お
り
、
各
府
県
の
一
戸
籍
作
成
は
そ
の
実
施
を
待
つ
は
ず
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
人
々
の
流
入
の
多
い
間
滞
場
を
抱
え
、
酒
造
業
を
は
じ
め

と
す
る
諮
産
業
が
発
展
し
、
人
々
の
流
動
が
激
し
い
兵
庫
県
に
お
い

て
は
、
戸
籍
作
成
は
猶
予
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
兵
庫

県
は
、
中
央
の
新
た
な
戸
籍
制
度
を
待
た
ず
、
準
備
し
て
い
た
戸
籍

本
文
と
一
市
部
心
得
条
目
」
と
い
う
前
設
に
あ
た
る
も
の
か
ら
な
る

写真 16 明治3年民主那村宗
内人7JIJ五人組｜｜長（淡絞〕

戸
籍
制
度
を
完
成
さ
せ
実
施
に
う
つ
し
た
。

」
の
制
度
に
よ
る
戸
籍
は
、
翌
年
六
月
に
は
開
港
場
の
近
辺
の
村

で
作
成
さ
れ
た
。
政
府
は
こ
の
事
態
を
う
け
、
開
月
兵
庫
県
の
施
策

を
追
認
し
た
。

こ
の
一
戸
籍
は
、
生
業
全
体
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
兵
問
庫
県

宗
門
人
別
改
五
人
組
帳
を
さ
ら
に
発
燥
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
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何
回
何
君主
何
村！日I
F' 
f若

年 I±名
寄屋て

何 fnJ鰍
之之
設計ド

当
村田

侭
附
何
一
以
歩

北
町
ぬ
何
間
出

品
侭
反
何
故
歩

比
高
抑
制
悩

何
村
へ
山
凶
作

烈
相
川
町
何
反
歩

此
筒
例
制
制

・
品
何
日
以
何
畝
歩

比
潟
何
程

山
何
附
叫
何
ケ
所

林
何
町
侭
ケ
孫

自
司
望

内
物
内
μ針

γゐ
畿
ぬ

ヨ
問
問
石
絞
何
闘
間

F
侭
石
約
制
何
附
間

牛
同
門
医

開
阿
何
匹

3
2川
山
口
何
間

五
句
奥
行
何
問

土
税
制
仰
ケ
所

抱
問
脱
獄

明
以
AM話
出
川
粁

（
中
間
酔
）

平
日
比
一
戸
籍地

主
一
戸
時
間

和I
j尽百年TH
管
内

何
悶

百年名何
姓苦手主郡

2古代 何
学震設村

何
よf＿，.＿部r
f可～
絞れ

l玄15 

何
ノ
何
年
何
月
役
入

何
国
何
郡
何
村
町
何
某
何
女

例
ノ
何
年
何
月
入
嫁

何
ノ
何
年
何
悶
何
郡
何
村
設

へ
嫁
ス

姿
ー

工

己

j

l

 

午
何
歳

千平
fr可

F大
向
歳郎

ー似山ル

た

れ午
何
歳

こ
で
は
記
載
様
式
（
図
5
）
で
わ
か
る
よ
う
に
、
下
段
の
親
族
記
載
に

加
え
て
、
上
段
と
し
て
家
別
の
資
産
調
査
を
き
め
細
か
く
記
載
す
る

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
自
身
が
社
会
鵡
査
的
な
役
割
も
果
し
て

、
n

－。

｝
V
中
ιドさ

ら
に
こ
の
一
戸
籍
は
、
町
村
内
の
す
べ
て
の
’
身
分
を
記
載
す
る
点

明治4年兵隊県戸籍記11究様式

で
特
徴
を
も
っ
て
い
た
。
平
氏
（
地
主
・
借
地
・
借
家
）
・
社
務
人
・
寺

院
・
非
人
詐
・
小
屋
住
非
人
・
え
た
・
一
米
住
人
弁
奉
公
人
仮
ヘ
と

い
う
舶
に
個
別
の
戸
絡
を
あ
わ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
合
計
な
記
入
す
る

方
法
を
と
っ
て
お
り
、
身
分
別
編
成
を
抜
け
き
ら
な
い
な
が
ら
も
、

町
村
内
の
す
べ
て
の
人
々
を
戸
籍
と
い
う
形
で
二
万
的
に
把
握
し
た

の
で
あ
る
。

」
の
兵
庫
県
一
戸
籍
の
も
つ
村
内
の
人
聞
の
生
業
を
合
め
た
全
般
的

な
把
握
と
い
う
方
向
は
、
村
内
に
あ
る
複
雑
な
れ
会
関
係
を
整
到
し

て
い
く
側
而
を
も
っ
た
。

入
部
郡
西
尻
池
村
は
、
近
世
の
領
主
と
の

関
係
に
も
と
づ
き
古
検
・
新
検
・
新
料
の

組
に
分
か
れ
、
組
ご
と

に
庄
屋
が
置
か
れ
、
人
別
帳
も
そ
れ
ぞ
れ
別
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
。

間
尻
池
村
は
、
兵
路
県
戸
籍
作
成
に
あ
た
っ
て
、
明
治
四
年
六
月
、
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戸
籍
を
そ
れ
ま
で
と
同
様
に
加
に
つ
く
る
の
で
な
く
、

村
内
全
体
で
つ
く
る
こ
と
を
願
い
出
た
。

そ
の
理
由
は
、

検
・
新
料
の
一
一
一
つ
が
地
理
的
な
区
分
で
な
か
っ
た
た
め
、
実
際
の
村
民
の
居
住
・
土
地
所
有
は
捜
雑
に
入
り
組
ん
で
お
り
、
別

古
検
・
新

帳
で
は
人
と
土
地
を
て
岐
に
取
り
調
べ
る
一
戸
籍
法
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。

維新変革と地域社会第一節
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